
研修カレンダー（平成２１年度上半期開催予定の研修一覧）
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第1回（4/2～6/3） 募集終了 東京 約120名

第2回(7/2～8/24) 募集終了 東京 約50名

第１回（9/9） 募集終了 東京 約30名

第1回（6/18～26） 募集終了 東京

第2回(機械:9/14～17,
   化学、情報通信:
        9/14,15,28,29)

募集終了 東京

4
特
許

特許調査実践研修
（大阪工業大学連携）

9/8～9/10 募集終了 大阪 約30名
企業等知財担当者、特
許事務所等のリーガル
アシスタント

①特許審査基準
②特許調査の考え方と実務
③特許調査演習（IPDL）

特許庁審査官が有する
検索ノウハウの提供

知財実務
経験1～5
年程度

3日間 35,000
当館HP

大工大HP
当館HP

実施形態
／大学との

共催

5
特
許

特許侵害警告模擬研修 第１回（9/11） 募集終了 東京 約40名
中小・ベンチャー企業の
経営者、知財担当者

特許侵害警告書の受領を疑
似体験するという実践的な研
修

中小・ベンチャー企業に
おける経営者等の特許
紛争に対する対応力強
化と知財マインドの向上

課題への
回答＋講
義に準ず
る指導

初級 5H 弁理士
6,000

（免除有）

発明協会
HP

及び当館
HP

当館HP

6
特
許

知的財産管理技能士
フォローアップ研修

第1回(8/5) 募集終了 東京 約40名
知的財産管理技能士の
うち１級及び２級資格者

進歩性の基礎的判断手法 知的財産管理技能士の
知識・技能の維持・向上

演習（討
論）

中級
～

上級
6H

特許庁
審査官

OB
有料

当館HP
教育協会

HP

教育協会
HP

実施形態
／教育協

会との共催

第1回（6/8～11） 募集終了 東京 約40名
経済産業局、都道府県
及び政令指定都市職員
等

・産業財産権制度の概要
・企業における知財活動　他

第2回（7/6～9） 募集終了 東京 約40名

第3回（10/5～8） 募集終了 東京 約40名

産業・情報技術等指導
者養成研修
（8/17～21）

募集終了
（教員研修ｾ
ﾝﾀｰHPへﾘﾝ

ｸ）

東京 約25名
専門高校等において知
財教育に携わる教職員

知財教育に関する講義と実習
・知的財産権制度の概要
・IPDL検索演習
・知財教育の実施例　など

学校における実習等の授業
の質の向上を図るため、知
的財産に関する知識を修得
させ、受講者が研修講師や
各学校への指導・助言等を
行うこと

座学＋実
習

25H～
30H

弁理士
教職員等

10,000

教員研修
センター
から各機
関への通

知

教員研修
センター受
講者推薦

登録システ
ム又は郵
送にて

実施形態
／教員研
修センター
との共催

発明協会
HP

及び当館
HP

当館HP
初級
～

中級

①特許要件等条文解説
②審査基準の考え方

特許・登録要件判断に
精通した人材の育成

特
許

2

先行技術調査従事者
（企業の知財部員・法務
部員、調査会社の従業
員）

調査業務実施者（通称：
サーチャー）及びその予
定者

座学＋実
習＋討論
＋試験

ー
①特許法・審査基準
②分類の概論と検索の考え方
③検索実務実習

1

特許審査基準討論研修

特
許

調査業務実施者
育成研修

座学＋討
論

特許庁から検索業務を
請け負う登録調査機関
における調査業務実施
者の育成

3
特
許

検索エキスパート研修
［上級］

当館HP

１回あたり
約80名

（機械、化
学、情報通

信）

先行技術調査業務従事
者
（企業の知財部員、調査
会社の従業員）

①特許調査の考え方と実務
②特許庁審査官用検索端末
（一部利用制限あり）を使用し
た調査演習、等

特許庁審査官が有する
高度な検索ノウハウの
提供

座学＋演
習＋討論

ｻｰﾁ経験
5年以上

全4日間
演習科目

のみ
2日間

2カ月
法定研修
（特例法37

条）

郵送又は
持参

特許庁職
員

弁理士等

213,000
他

特許庁
審査官
又は

特許庁
審査官

OB

6H

当館HP
及び各機

関※への
通知

郵送
メール
FAX

※該当する
すべての
機関へ通
知するわけ
ではありま
せん

特許庁職
員

弁理士等

2009/9/14

37,000
(全科目)
21,000

（演習科
目のみ）

特許庁
審査官

OB

当館HP

当館HP

8,000

7
全
般

14H～
24H

8,000
～

9,000

初級知的財産権研修（初級）

知的財産関連業務を担
当する行政機関職員等

の支援

座学＋討
論行政機関が所管する研

究機関（公設試、独法、
公益法人等）

・産業財産権制度の概要
・特許契約、権利侵害　　他

http://www.inpit.go.jp/jinzai/searcher/21kenshu1.html
http://www.inpit.go.jp/jinzai/searcher/21kenshu2.html
http://www.jiii.or.jp/H21_shibu_setsumeikai/tokkyoshingai/index.html
http://www.inpit.go.jp/jinzai/expert/21kenshu.jyou1.html
http://www.inpit.go.jp/jinzai/expert/21kenshu.jyou2.html
http://www.inpit.go.jp/jinzai/jissen/21jissen_ken1.html
http://www.jiii.or.jp/H21_shibu_setsumeikai/tokkyoshingai/index.html
http://www.inpit.go.jp/jinzai/ginou/index.html
http://www.inpit.go.jp/jinzai/gyosei/chizaiken/21chizai_ken_1.html
http://www.inpit.go.jp/jinzai/gyosei/chizaiken/21chizai_ken_2.html
http://www.inpit.go.jp/jinzai/gyosei/chizaiken/21chizai_ken_3.html
http://www.nctd.go.jp/index.html
http://www.nctd.go.jp/index.html
http://www.nctd.go.jp/index.html
http://www.nctd.go.jp/index.html

